
空家等重点地区調査
（飛屋町内会）

中間報告について

平成２９年１２月２６日（火）

府中市役所４階第一委員会室
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資料２



１．調査位置
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２．実施状況

○地 区：飛屋町内会

○日 時：平成２９年１０月１０日（火）

○調査員：戸田町内会長、まちづくり課職員

○調査数：116戸（100戸）

○空家数： 32戸（ 27戸）

○空家率： 27.59％（27.00％）

H28.2調査では、全体8.82％、府中町13.35％
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３．地区内の特徴的な事項

・３０年ぶりの新築（建て替え）

・地区外からの転入

（定年、小学生を連れて実家へ、１人親の近く
の空家へ幼児を連れて）

・空家特措法で言う空家ではないが、居住は市
外、週３回ほど通っている。

・中国、ベトナムなどの人が住んでいる。

・敷地内に車を置けないので、隣の空き家を購
入・解体して駐車場にした方もいた。

4



狭あいな道路

・昭和４５年ＤＩＤ（人口集中地区）であり、狭い
土地の敷地一杯に、住宅等が建築されている
ものが多い。

・地区内の幅員４ｍ以上の道路はわずかしかな
い。

・接道していない又は接道していても道路幅員
が１．８ｍ未満で、解体した場合に建て替えが
できない箇所も多い。
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狭あいな道路写真（幅員1.95ｍ）
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狭あいな道路写真（幅員1.5ｍ）
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狭あいな道路写真（幅員1.65ｍ）
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狭あいな道路写真（幅員1.8ｍ）
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４．今後の調査の進め方

・空き家と判定された住居の所有者の調査を進
める。

↓並行して意向調査を行う。

・納税者若しくは納税管理人に対し意向調査を
行う。

・調査票は次のとおりとする。
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